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衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
「
働
き
方
改
革
法
案
」
の
適
用
除
外
及
び
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
「
働
き
方
改
革
法
案
」
の
適
用
除
外
及
び
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
公
立
学
校
の
教
職
員
」
の
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
員
定
数
に

つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
の
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
、
障
害
に
応
じ
た
特
別
の
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
児
童
生
徒
の
数
に

応
じ
た
教
員
の
数
の
算
定
等
を
通
じ
た
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
体
制
の
充
実
等
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

引
き
続
き
、
学
校
の
指
導
・
事
務
体
制
の
効
果
的
な
強
化
・
充
実
に
向
け
、
必
要
な
施
策
を
推
進
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
臨
時
・
非
常
勤
教
職
員
の
待
遇
改
善
が
働
き
方
改
革
に
つ
な
が
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
を
含
む
公
立
学
校
に
お
け
る
教
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
つ
い
て
は
、

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
を
は
じ

め
諸
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
の
っ
と
り
、
そ
の
職
務
と
責
任
等
に
応
じ
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
適
切
に
定
め
ら
れ

一



る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
六
月
四
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
加
藤
厚
生
労
働
大
臣
が
、
自
動
車
の
運
転

の
業
務
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
労
働
基
準
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
協
定
で
定
め
る
労
働
時
間
の
延
長
の
限
度
等
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
年
労
働
省
告
示
第
百
五
十
四
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
今
国

会
に
提
出
し
て
い
る
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
、
自
動
車
の
運
転
の
業
務
に
つ
い
て
も
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
を
適
用
す
る
こ
と
は
大
き
な
前
進
で
あ
る
旨
答

弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
改
善
の
た
め
の
基
準
（
平
成
元
年
労
働
省
告
示
第
七
号
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年

五
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
の
附
帯
決
議
に
お
い
て
、
「
自
動
車
運
転
業
務
に
つ
い
て
は
、
長
時
間
労
働
の

実
態
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
改
正
法
施
行
後
五
年
後
の
特
例
適
用
ま
で
の
間
、
過
労
死
の
発
生
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
改

善
基
準
告
示
の
見
直
し
を
行
う
な
ど
必
要
な
施
策
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、

二



こ
の
附
帯
決
議
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
六
月
五
日
の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
山
越
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局

長
が
、
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
六
条
第
七
項
に
基
づ
く
指
針
に

関
し
て
行
政
官
庁
が
中
小
企
業
に
対
し
て
助
言
及
び
指
導
を
行
う
と
き
に
は
、
中
小
企
業
が
抱
え
る
、
労
務
管
理
体
制
が
弱

い
、
人
材
確
保
が
困
難
で
あ
る
、
取
引
関
係
に
お
い
て
弱
い
立
場
に
な
り
や
す
い
と
い
っ
た
事
情
を
踏
ま
え
て
、
時
間
外
労

働
を
可
能
な
限
り
短
く
す
る
た
め
の
具
体
的
な
改
善
方
法
を
提
示
し
て
丁
寧
に
助
言
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
旨
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
は
、
働
き
方
改
革
実
行
計
画
（
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
働
き
方

改
革
実
現
会
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
中
小
企
業
を
含
め
、
急
激
な
変
化
に
よ
る
弊
害
を
避
け
る
た
め
、
十
分
な
法
施
行
ま

で
の
準
備
時
間
を
確
保
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
大
企
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
、
ま

た
、
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



四
の
�
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
業
務
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
に
労
働
政
策
審
議
会
に
お

い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
今
後
の
労
働
時
間
法
制
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
建
議
）
に
お
い
て
、
「
具
体
的
に
は
、
金
融
商

品
の
開
発
業
務
、
金
融
商
品
の
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
業
務
、
ア
ナ
リ
ス
ト
の
業
務
（
企
業
・
市
場
等
の
高
度
な
分
析
業
務
）
、
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
業
務
（
事
業
・
業
務
の
企
画
運
営
に
関
す
る
高
度
な
考
案
又
は
助
言
の
業
務
）
、
研
究
開
発
業
務
等
を
念

頭
に
、
法
案
成
立
後
、
改
め
て
審
議
会
で
検
討
の
上
、
省
令
で
適
切
に
規
定
す
る
こ
と
が
適
当
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
労
働
政
策
審
議
会
に
お
い
て
議
論
し
て
い
た
だ
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
省
令
」
が
、
い
わ
ゆ
る
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
業
務
に
つ
い
て
定
め
る
省
令
を
指
す
と
す

れ
ば
、
四
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
六
月
四
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
、
活
力
あ
る
日
本

を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
高
い
付
加
価
値
を
生
み
出
す
経
済
を
追
求
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
研
究
、
開
発
等
創

四



造
的
に
付
加
価
値
を
生
み
出
し
て
い
く
仕
事
に
、
よ
り
力
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
高
度
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
導
入
は
待
っ
た
な
し
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
旨
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
第
百
二
十
二
回
の
労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
よ
り
、
「
平
成

十
五
年
（
中
略
）
当
時
の
技
術
系
の
一
定
の
管
理
職
層
の
方
々
、
具
体
的
に
は
課
長
級
の
方
々
の
確
実
に
支
払
わ
れ
る
給
与

の
額
で
見
た
年
収
と
し
て
、
上
か
ら
四
分
の
一
を
と
っ
て
千
七
十
五
万
円
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
相
当
程
度
の
交
渉
力
が
認

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
で
審
議
会
が
ま
と
ま
り
・
・
・
そ
の
後
、
か
な
り
年
数
も
経
つ
中
で
、
制
度
の
成
熟

を
見
て
、
こ
う
し
た
数
字
が
労
働
基
準
法
の
体
系
の
中
で
、
交
渉
力
の
あ
る
方
々
に
と
っ
て
の
年
収
要
件
と
い
う
こ
と
で
定

着
し
て
き
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


